
産業振興に関する取扱い等を決定。 産業振興に関する取扱い等を決定。 産業振興に関する取扱い等を決定。 産業振興に関する取扱い等を決定。 
　２市４町は、多様で恵まれた自然環境とともに、都市・交通基盤、産業・情
報基盤、医療・福祉基盤等を有する極めて高い発展性のある地域共同
体です。このような中にあって、産業振興は、新「出雲市」が自立的に発展・
成長していくために重要な施策のひとつと言えます。 
 ５月に開催した第４回・第５回協議会では、農林業関係の取扱い、観光
商工関係の取扱いが決定され、今後提案を予定している水産業関係の
取扱いも含めて、新市では、地域特性を活かした農林水産業の振興を図
り、情報・新エネルギー・福祉・医療などの新産業を融合発展させ、産業創
造都市づくりを進めていきます。 
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平
成
16
年
５
月
17
日（
月
）に
第
４
回
協
議
会
、５
月
27

日（
木
）に
第
５
回
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

　
会
議
で
は
、「
町
、
字
の
区
域
及
び
名
称
の
取
扱 

い
」
、「
行
政
改
革
大
綱
の
取
扱
い
」
、
「
農
林
関
係

の
取
扱
い
」
、「
観
光
商
工
関
係
の
取
扱
い
」
が
決
定

に
な
っ
た
他
、「
21
世
紀
出
雲
の
國
つ
く
り
計
画
（
新

市
建
設
計
画
）
の
基
本
方
針
」
や
、
「
保
育
関
係
の

取
扱
い
」
等
の
住
民
負
担
に
関
わ
る
取
扱
い
方
針 

な
ど
を
提
案
し
、
今
後
の
協
議
会
で
決
定
し
て
い
く

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

  

●﹁
町
﹂
の
区
域

　
＊
出
雲
市
・
平
田
市
は
、現
在
の「
町
」の
区
域
。 

　
＊
佐
田
町
・
多
伎
町
・
湖
陵
町
・
大
社
町
は
、現
在
の「
大
字
」の 

       

区
域
。 

●﹁
町
﹂
の
名
称

　
＊
出
雲
市
・
平
田
市
は
、現
行
の
と
お
り
。 

　
＊
佐
田
町
・
多
伎
町
・
湖
陵
町
・
大
社
町
は
、現
在
の
町
名（「
佐
田
町
」、 

　
　「
多
伎
町
」、「
湖
陵
町
」、「
大
社
町
」）を
残
し
、「
大
字
」を
削
除 
       

す
る
。 

 

 

             　　　　　［合併前］　　　　　　　　　  　［合併後］ 

○出雲市　出雲市今市町○○番地　　　　　　 出雲市今市町○○番地 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （これまでと変わりません。） 

○平田市　平田市灘分町○○番地　　　　　　 出雲市灘分町○○番地 

○佐田町　簸川郡佐田町大字朝原○○番地　　 出雲市佐田町朝原○○番地 

○多伎町　簸川郡多伎町大字久村○○番地　　 出雲市多伎町久村○○番地 

○湖陵町　簸川郡湖陵町大字畑村○○番地　　 出雲市湖陵町畑村○○番地 

○大社町　簸川郡大社町大字遙堪○○番地　　 出雲市大社町遙堪○○番地 

 

第
4
回
・
第
5
回
合
併
協
議
会
を
開
催

回
合
併
協
議
会
を
開
催 
第
4
回
・
第
5
回
合
併
協
議
会
を
開
催

回
合
併
協
議
会
を
開
催 
第
4
回
・
第
5
回
合
併
協
議
会
を
開
催 

新
市
の

新
市
の「
町
」

「
町
」の
区
域

の
区
域
・
名
称
が
決
定

名
称
が
決
定 

 

新
市
の

新
市
の「
町
」

「
町
」の
区
域

の
区
域
・
名
称
が
決
定

名
称
が
決
定 

 

新
市
の「
町
」の
区
域
・
名
称
が
決
定 

 

合併後の住所の例 

※［合併後］の波線部が、新しい「町」の区域・名称です。 
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＊出雲市外６市町広域事務組合 
　［出雲市・平田市・斐川町・佐田町・多伎町・湖陵町・大社町］ 
　（ゴミ・し尿処理・休日診療所・ふるさと市町村圏事業・介護保険認定審査会等） 

＊出雲市外４町広域消防組合 
　［出雲市・斐川町・佐田町・多伎町・湖陵町］ 

＊出雲市外３市町斐伊川水系水利組合 
　［出雲市・平田市・斐川町・大社町］ 

＊平田市・斐川町火葬場組合 
　［平田市・斐川町］ 

　
現
在
２
市
４
町
と
斐
川
町
は
、
消
防
、
ゴ
ミ
・
し

尿
処
理
等
の
業
務
に
つ
い
て
、
複
数
市
町
に
よ
る
一

部
事
務
組
合
を
組
織
し
、
広
域
に
よ
る
共
同
処
理
を

行
っ
て
い
ま
す
。 

 

２
市
５
町
合
併
協
議
会
で
は
、
こ
う
し
た
一
部
事
務

組
合
を
解
散
し
、
新
市
に
お
い
て
事
務
処
理
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
斐
川
町

の
合
併
協
議
会
か
ら
の
離
脱
に
よ
り
、
２
市
４
町
合

併
協
議
会
で
は
、
こ
の
一
部
事
務
組
合
の
取
扱
い
も

再
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
斐
川
町
か
ら
、
２
市
４
町
合
併
後
も
、
新

市
と
斐
川
町
で
一
部
事
務
組
合
を
組
織
し
、
広
域
に

よ
る
共
同
処
理
を
継
続
し
て
も
ら
い
た
い
旨
の
申
し

出
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
申
し
出
を
受
け
て
、
協
議

会
の
会
長
・
副
会
長
（
２
市
４
町
の
市
長
・
町
長
）
で

協
議
し
、
今
回
の
合
併
の
目
標
は
、
行
政
の
ス
リ
ム

化
、
効
率
化
等
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
一
部
事

務
組
合
は
解
散
し
、
合
併
後
は
継
続
し
な
い
結
論
と

な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
方
針
を
踏
ま
え
、
合
併
協
議
会
に
諮
り
な
が
ら

斐
川
町
と
の
協
議
を
進
め
る
考
え
を
、
5
月
13
日
に

文
書
で
斐
川
町
に
回
答
し
た
こ
と
を
第
４
回
協
議
会

で
報
告
し
ま
し
た
。 

 

○
平
成
16
年
4
月
30
日（
金
）
第
3
回
小
委
員
会 

○
平
成
16
年
5
月
19
日（
水
）
第
4
回
小
委
員
会 

 

　
　
新
市
の
議
員
定
数
を
法
定
定
数
の
34
人
と
す
る

こ
と
を
再
確
認
し
、
今
後
は
、
旧
市
町
ご
と
に
選

挙
区
を
設
け
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。 

 

 ● 現在の一部事務組合 ● 

　
「
選
挙
区
な
し
」
と
す
る
意
見
（
４
市
町
）
と

「
選
挙
区
あ
り
」
と
す
る
意
見
（
２
町
）
に
分
か

れ
、
意
見
の
一
本
化
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
今

後
引
き
続
き
協
議
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
合
併
後
２
回
目
以
降
の
選
挙
に
お
け
る

議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
議
会
に
お
い
て

協
議
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
小
委
員
会
で
は

協
議
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。 

 

議
会
議
員
の
定
数
及
び 

　
　
　
　
　
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て 

  

一
部
事
務
組
合
に
関
す
る

一
部
事
務
組
合
に
関
す
る 

           

斐
川
町
か
ら
の
申
し
出

斐
川
町
か
ら
の
申
し
出 

報
告
事
項

報
告
事
項 
一
部
事
務
組
合
に
関
す
る

一
部
事
務
組
合
に
関
す
る 

           

斐
川
町
か
ら
の
申
し
出

斐
川
町
か
ら
の
申
し
出 

報
告
事
項

報
告
事
項 
一
部
事
務
組
合
に
関
す
る 

           

斐
川
町
か
ら
の
申
し
出 

報
告
事
項 

【
総
務
・
企
画
小
委
員
会
報
告
】 

 



平成16年6月21日発行 

4

◆
農
業
関
係

　
地
域
の
実
情
や
特
色
を
考
慮
し
な
が
ら
、

合
併
後
速
や
か
に
策
定
す
る
。 

　
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、新
市
の
地
域
農
業

推
進
体
制
を
確
立
す
る
。 

　
新
市
に
お
い
て
調
整
し
、基
本
方
針
を
定

め
る
。推
進
体
制
に
つ
い
て
は
、新
市
の
地
域

農
業
推
進
体
制
を
再
編
す
る
中
で
調
整
を

図
る
。 

　
ま
た
、農
業
委
員
会
と
の
連
携
を
強
化

し
な
が
ら
流
動
化
を
進
め
る
よ
う
、市
が
積

極
的
に
施
策
を
展
開
す
る
。 

　
農
地
流
動
化
奨
励
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

国
・
県
の
動
向
を
踏
ま
え
、新
た
な
制
度
を

定
め
る
。 

　
　 

＊
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

　
　
合
併
後
に
予
想
さ
れ
る
県
の
基
本
方 

　
針
の
変
更
に
基
づ
き
、新
市
に
お
い
て
速

　
や
か
に
策
定
す
る
。 

＊
農
振
除
外

　
　
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法

　
律
第
13
条
に
定
め
る
要
件
及
び
農
業
振

　
興
地
域
制
度
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、除
外
基
準
の
明

　
確
化
を
図
る
。除
外
申
請
受
付
は
、年
２

　
回
、２
月
と
８
月
と
し
、受
付
期
間
は
、そ

　
れ
ぞ
れ
１
ヶ
月
間
と
す
る
。 

＊
農
業
振
興
地
域
整
備
促
進
協
議
会

　
　
新
市
に
お
い
て
設
立
し
、委
員
構
成
は
、

　
議
会
議
員
、農
業
委
員
、土
地
改
良
区
、

　
森
林
組
合
、い
ず
も
農
業
協
同
組
合
等
、

　
２
市
４
町
の
現
在
の
構
成
を
踏
ま
え
て

　
構
成
す
る
。　 

　
国
の
制
度
見
直
し
を
受
け
、新
市
の
農

業
経
営
基
盤
強
化
促
進
基
本
構
想
の 

策
定
に
併
せ
て
、新
た
な
基
準
を
定
め
る
。 

　
各
市
町
の
現
在
の
取
り
組
み
を
新
市
に

引
き
継
ぎ
、合
併
後
、バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
の

あ
り
方
、そ
の
具
体
策
等
を
検
討
す
る
中
で

推
進
を
図
る
。 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、合

併
後
速
や
か
に
、地
域
の
特
産
物
を
振
興

発
展
さ
せ
る
支
援
策
を
新
た
に
制
度
化
す

る
。 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、合

併
後
速
や
か
に
新
た
に
制
度
化
す
る
。 

　
出
雲
市
の「
出
雲
『
花
と
緑
』
総
合
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」に
つ
い
て
は
、現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぐ
。 

　
水
田
農
業
の
推
進
及
び
米
の
生
産
調
整

に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
た
現
行
の
出

雲
地
区
水
田
農
業
ビ
ジ
ョ
ン
は
、新
市
に
引

き
継
ぐ
。な
お
、支
援
策
等
に
つ
い
て
は
、新

市
に
お
い
て
調
整
す
る
。 

　
新
市
に
お
い
て
再
編
す
る 

。 

　
　 

　
新
市
に
お
い
て
制
度
化
を
図
る
。 

　
　 

　
県
基
本
方
針
の
変
更
を
受
け
、新
市
の
基

本
構
想
を
策
定
す
る
。 

　
米
消
費
拡
大
対
策
や
各
地
域
で
行
わ
れ

て
い
る
取
り
組
み
、事
業
に
つ
い
て
は
、新
市

に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
、合
併
後
、新
市
の

基
本
方
針
、施
策
を
検
討
す
る
中
で
推
進

を
図
る
。 

　
新
市
に
移
行
後
、２
市
４
町
の
そ
れ
ぞ
れ

の
ニ
ー
ズ
、特
色
に
合
っ
た
新
た
な
制
度
と
し

て
再
編
す
る
。 

 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、合

併
後
速
や
か
に
、地
域
の
実
情
や
取
り
組
み

の
状
況
を
考
慮
し
、新
た
に
制
度
化
す
る
。 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

　
現
行
の
と
お
り
と
し
、合
併
後
、将
来
の
統

合
に
向
け
て
検
討
す
る
。 

　
各
市
町
の
土
地
改
良
区
事
務
運
営
補
助

金
に
つ
い
て
は
、新
市
に
引
き
継
ぎ
、合
併
後 

調
整
す
る
。 

 

　
佐
田
町
堆
肥
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、現
行

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

　
家
畜
排
泄
物
の
処
理
活
用
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
新
市
で
方
針
を
策
定
す
る
。 

　
平
田
市
地
域
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び

21
世
紀
出
雲
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、現
行

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、合
併
後
調

整
す
る
。 

　
い
ず
も
農
業
協
同
組
合
の
結
婚
相
談
所

へ
の
助
成
制
度
に
つ
い
て
は
、新
市
に
引
き
継

ぐ
。 

 

そ
の
他
の
決
定

そ
の
他
の
決
定（
議
案
）

（
議
案
）事
項
事
項 
そ
の
他
の
決
定

そ
の
他
の
決
定（
議
案
）

（
議
案
）事
項
事
項 
そ
の
他
の
決
定（
議
案
）事
項 

第
４
回
協
議
会
で
の
決
定（
議
案
）事
項 

各
種
事
務
事
業

各
種
事
務
事
業（
農
林
関
係
そ
の
１
）

（
農
林
関
係
そ
の
１
）の
取
扱
い

の
取
扱
い 

【
産
業

【
産
業
・
建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】

建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

各
種
事
務
事
業

各
種
事
務
事
業（
農
林
関
係
そ
の
１
）

（
農
林
関
係
そ
の
１
）の
取
扱
い

の
取
扱
い 

【
産
業

【
産
業
・
建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】

建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

各
種
事
務
事
業（
農
林
関
係
そ
の
１
）の
取
扱
い 

【
産
業
・
建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

１ 

地
域
農
業
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

4 

農
地
の
集
積
・
流
動
化

7 

認
定
農
業
者
の
認
定
基
準

12 

バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
対
策

13 

特
産
物
の
振
興

14 

野
菜
の
価
格
補
償
制
度

15 

農
林
水
産
イ
ベ
ン
ト

9 

水
田
農
業
の
振
興

5 

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進

    

基
本
構
想

3 

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

6 

新
規
就
農
者
及
び
農
業
後
継

    

者
の
育
成
・
支
援

8 

農
業
法
人
・
集
落
営
農
組
織

　

 

の
育
成
・
支
援

11 

地
産
地
消
の
推
進
事
業

10 

農
林
振
興
事
業
上
乗
せ

    

補
助

16 

地
域
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

17 

結
婚
相
談
所
助
成

18 

畜
産
振
興
事
業

20 

代
替
水
源
対
策

21 

土
地
改
良
区

19 

家
畜
排
泄
物
処
理
活
用

 
 
 

対
策

2 

地
域
農
業
の
推
進
体
制
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第
5
回
協
議
会
で
の
決
定（
議
案
）事
項 

各
種
事
務
事
業

各
種
事
務
事
業（
行
政
改
革
大
綱
）

（
行
政
改
革
大
綱
）の
取
扱
い

の
取
扱
い 

【
総
務

【
総
務
・
企
画
小
委
員
会
付
託
案
件
】

企
画
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

各
種
事
務
事
業

各
種
事
務
事
業（
行
政
改
革
大
綱
）

（
行
政
改
革
大
綱
）の
取
扱
い

の
取
扱
い 

【
総
務

【
総
務
・
企
画
小
委
員
会
付
託
案
件
】

企
画
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

各
種
事
務
事
業（
行
政
改
革
大
綱
）の
取
扱
い 

【
総
務
・
企
画
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

　
指
導
体
制
に
つ
い
て
は
、現
行
の
と
お
り

新
市
に
引
き
継
ぎ
、合
併
後
、多
伎
町
の
例

を
参
考
に
専
任
農
業
指
導
員
の
配
置
を
検

討
す
る
。 

   

22 

農
業
改
良
普
及
指
導
事
業

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、新

市
に
お
い
て
総
合
調
整
を
図
り
、新
た
な
森

林
整
備
計
画
を
策
定
し
、積
極
的
に
森
林

資
源
の
整
備
と
活
用
を
図
る
。 

23 

森
林
整
備
計
画

　
２
市
４
町
の
行
政
改
革
の
取
り
組
み
や
合
併
協
議
を
踏
ま
え
つ
つ
、新
市
に
お

い
て
、合
併
効
果
を
早
期
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、左
記
の「
新
市
に
お
け
る
行
政
改

革
の
推
進
の
考
え
方
」に
基
づ
き
、新
た
な
行
政
改
革
大
綱
、実
施
計
画
を
速
や

か
に
策
定
す
る
。 

　
市
行
・
町
行
造
林
、公
社
造
林
及
び
官
行
・

公
団
・
県
行
造
林
事
業
に
つ
い
て
は
、各
市
町
の

契
約
を
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

27 

分
収
造
林

   

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。な
お
、

対
象
と
な
る
森
林
に
つ
い
て
は
、新
市
に
お
い

て
調
整
す
る
。 

28 

森
林
整
備
地
域
活
動
支
援

    

交
付
金
制
度

＊
緑
の
担
い
手
育
成
事
業

　
　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、新

　
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。 

＊
グ
リ
ー
ン
マ
イ
ス
タ
ー
養
成
研
修

　
受
講
者
手
当
助
成

　
　
出
雲
市
及
び
佐
田
町
の
例
に
よ
り
統

　
一
す
る
。 

29 
林
業
後
継
者
対
策

　
現
行
の
出
雲
市
樹
医
制
度
を
新
市
に
引

き
継
ぐ
。 

30 

樹
医
制
度

　
作
業
道
の
開
設
補
助
及
び
維
持
管
理
体

制
に
つ
い
て
は
、新
市
に
引
き
継
ぎ
、新
市
に

お
い
て
調
整
す
る
。 

31 

作
業
道
整
備

　
被
害
防
除
施
設
の
助
成
制
度
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、新
市
に

お
い
て
制
度
化
す
る
。 

32 

有
害
鳥
獣
被
害
対
策

　
森
林
公
園
の
使
用
料
及
び
管
理
運
営
に

つ
い
て
は
、現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
。 33 

森
林
公
園

新市における行政改革の推進の考え方 
 　出雲の國つくり大綱に掲げる、次の視点で新市における行政改革を推進し、地方分権時代に

対応するまちづくりの実現を図る。 

◆行政組織・事務のスリム化、民間委託など徹底した行財政改革に取り組み、簡素で効率的、長期
　的に安定した行財政運営を進める。 

◆多様化、高度化する行政需要に対応すべく、産業経済の発展によって財政基盤の強化を図りつつ、
　歳出全般にわたる削減と重点配分及び適正な受益と負担のもと行政サービス水準の確保に努める。 

◆地方分権時代に対応した自立する自治体づくりを目指し、自己決定・自己責任を基本に、住民の意
　識改革を図り、住民と行政が一体となった行財政運営に努める。 
 
 

※出雲の國つくり大綱・・・新市建設にあたっての、新市における行政のあり方、住民と行政の連携協力による 
　　　　　　　　　　 まちづくりの姿勢を示すためのものです。 

【行政改革実施項目】 

● 行政の効率化　 

　  １．事務事業の見直し 

　  ２．時代に即応した組織・機構の見直し 

　  ３．民間委託の推進　　 

　  ４．公共施設の効率的管理運営 

　  ５．外郭団体の見直し 
 

● 情報化の推進　 

　  １．情報化施策の推進　 

　  ２．庁内情報基盤等の整備 

　  ３．情報リテラシー（情報活用能力）の向上

● 人材育成・定員管理の推進と 
     給与の適正化 

　  １．適正な定員管理の推進 

　  ２．給与等の適正化 

　  ３．人材育成の基本方針の策定 

　  ４．職員研修の充実 
　 
 
● 財政運営の健全化 

　  １．財政運営の健全化 

　  ２．補助金・負担金の整理合理化 

　  ３．使用料・手数料等の適正化 

　行政改革大綱策定にあたっては、新市建設計画をはじめとする合併協定項目の調整方針に従い策
定することとし、新市においては、次のような実施項目で行政改革に取り組んでいくものとする。 

◆
林
業
関
係

　
森
林
整
備
協
定
の
目
標
面
積
は
、新
市

に
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、相
互
交
流
事
業

に
つ
い
て
も
、新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

＊
出
雲
ふ
る
さ
と
の
森
再
生
事
業

　
　
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

＊
利
用
間
伐
促
進
奨
励
事
業

　
　
新
市
に
引
き
継
ぎ
、出
雲
市
、佐
田
町

　
及
び
多
伎
町
の
例
に
よ
り
新
市
で
新
た

　
に
制
度
化
す
る
。 

25 

林
業
振
興
事
業

　

松
く
い
虫
防
除
の
空
中
散
布
及
び
伐
倒

駆
除
に
つ
い
て
は
、新
市
に
引
き
継
ぎ
、新
市

に
お
い
て
事
業
計
画
や
実
施
方
法
な
ど
を

調
整
す
る
。 

26 

森
林
病
害
虫
防
除

24 

斐
伊
川
水
系
水
源
の

　

 

森
づ
く
り
森
林
整
備
協
定
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２
市
４
町
が
主
催
又
は
実
行
委
員
会
等

に
所
属
す
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、現

行
の
と
お
り
引
き
継
ぎ
、新
市
に
お
い
て
、発

展
性
や
よ
り
効
果
的
な
集
客
方
法
等
を
検

討
す
る
。 

　
住
民
団
体
等
へ
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
補
助
金

に
つ
い
て
は
、現
行
の
と
お
り
引
き
継
ぎ
、そ

の
必
要
性
、有
効
性
の
観
点
か
ら
新
市
に
お

い
て
検
討
す
る
。 

　
２
市
４
町
の
観
光
協
会
に
つ
い
て
は
、合
併

時
に
新
市
の
観
光
協
会
に
再
編
す
る
よ
う

調
整
に
努
め
る
。
ま
た
、観
光
協
会
へ
の
運

営
補
助
金
に
つ
い
て
は
、合
併
時
に
新
し
い
基

準
を
設
け
、一 

元
化
す
る
よ
う
調
整
す
る
。 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、利

用
促
進
や
効
率
的
運
営
に
つ
い
て
、新
市
に

お
い
て
検
討
す
る
。 

　
合
併
時
に
、出
雲
市
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、未
分

譲
地
の
早
期
完
売
に
向
け
て
企
業
誘
致
に

積
極
的
に
取
り
組
む
。 

　
出
雲
市
の
21
世
紀
出
雲
産
業
文
化
支
援

セ
ン
タ
ー
及
び
出
雲
産
学
官
交
流
フ
ォ
ー
ラ

ム
等
へ
の
助
成
は
、新
市
に
引
き
継
ぎ
、新

産
業
創
出
の
促
進
を
図
る
。 

　
市
町
独
自
の
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、現
行

の
と
お
り
引
き
継
ぎ
、そ
の
必
要
性
、有
効

性
の
観
点
か
ら
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。 

　
県
の
補
助
制
度
に
基
づ
く
補
助
事
業
に

つ
い
て
は
、現
行
の
と
お
り
引
き
継
ぎ
統
一
す

る
。 

　
資
金
預
託
制
度
は
、合
併
後
統
一
し
、預

託
額
に
つ
い
て
は
、新
市
に
お
い
て
調
整
す

る
。 

　
新
市
に
お
い
て
も
引
き
続
き
加
入
す
る

よ
う
調
整
す
る
。 

 

　
雇
用
に
関
す
る
助
成
制
度
に
つ
い
て
は
、新

市
に
お
い
て
新
た
な
制
度
を
設
け
る
。な
お
、

平
田
市
雇
用
創
出
及
び
産
業
振
興
助
成
制

度
に
つ
い
て
は
、現
行
の
と
お
り
引
き
継
ぐ
。

  

　
現
行
の
と
お
り
補
助
制
度
を
引
き
継
ぎ
、

労
働
者
福
祉
協
議
会
が
一
本
化
さ
れ
る
よ

う
調
整
に
努
め
る
。 

 

＊
用
地
取
得
費
に
対
す
る
助
成
及
び

　
平
田
市
の
環
境
保
全
・
冷
蔵
装
置

　
助
成
制
度

　
　
　 

　
　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

＊
固
定
資
産
税
に
関
す
る
優
遇
措
置

　
　
合
併
時
に
、特
定
地
域
に
係
る
課
税

　
特
例
と
の
均
衡
を
図
り
つ
つ
、市
内
全

　
域
を
対
象
と
す
る
新
た
な
制
度
を
設

　
け
る
。 

＊
Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
立
地
促
進
助
成

　
　
新
市
に
お
い
て
出
雲
市
の
制
度
を
基

　
に
新
た
な
制
度
を
設
け
る
。 

  

出
雲
市
及
び
平
田
市
の
制
度
を
基
に
、新

市
に
お
い
て
新
た
な
制
度
を
設
け
る
。 

　
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
及
び
Ｔ

Ｍ
Ｏ
機
関
は
、現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き

継
ぐ
。 

＊
各
市
町
独
自
の
制
度

　
　
現
行
の
と
お
り
引
き
継
ぎ
、合
併
後
速

　
や
か
に
新
た
な
制
度
を
創
設
す
る
よ
う

　
調
整
す
る
。 

＊
島
根
県
小
規
模
企
業
育
成
資
金 

　
　
現
行
の
と
お
り
引
き
継
ぐ
。 

＊
信
用
保
証
協
会
へ
の
資
金
の
拠
出

　
方
法

　
　
合
併
時
ま
で
に
県
信
用
保
証
協
会
と

　
調
整
を
行
う
。 

　
２
市
４
町
に
は
、２
つ
の
商
工
会
議
所
と
４

つ
の
商
工
会
が
あ
り
、一
本
化
が
望
ま
し
く
、

そ
の
た
め
の
調
整
に
努
め
る
。な
お
、県
が
進

め
る
商
工
会
の
グ
ル
ー
プ
化
に
つ
い
て
も
、統

合
に
向
け
た
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、円

滑
に
進
展
す
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。 

　
商
工
会
議
所
・
商
工
会
補
助
金
に
つ
い
て

は
、引
き
続
き
交
付
す
る
。 

各
種
事
務
事
業

各
種
事
務
事
業（
観
光
商
工
関
係
）

（
観
光
商
工
関
係
）の
取
扱
い

の
取
扱
い 

【
産
業

【
産
業
・
建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】

建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】 
各
種
事
務
事
業

各
種
事
務
事
業（
観
光
商
工
関
係
）

（
観
光
商
工
関
係
）の
取
扱
い

の
取
扱
い 

【
産
業

【
産
業
・
建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】

建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】 
各
種
事
務
事
業（
観
光
商
工
関
係
）の
取
扱
い 

【
産
業
・
建
設
小
委
員
会
付
託
案
件
】 

１ 

各
種
の
イ
ベ
ン
ト
事
業

10 

工
業
団
地
・
新
ビ
ジ
ネ
ス

　

 

パ
ー
ク

13 

新
産
業
創
出
の
促
進

14 

商
工
振
興
補
助
事
業

15 

勤
労
者
金
融
対
策

11 

企
業
誘
致
に
関
わ
る
優
遇

    

制
度

12 

新
ビ
ジ
ネ
ス
創
業
支
援
補
助
金

7 

商
工
会
議
所
・
商
工
会
の

   

取
扱
い

18 

雇
用
対
策
事
業

16 

労
働
者
福
祉
協
議
会
補
助

17 

島
根
県
東
部
勤
労
者
共
済
会

2 

イ
ベ
ン
ト
開
催
補
助
金

4 

観
光
協
会
の
取
扱
い

5 

観
光
施
設
等
の
使
用
料
及

    

び
管
理
運
営

6 

観
光
施
設
等
の
管
理
運
営

　

 

補
助
事
業

3 

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
開
催
支
援

    

補
助
事
業

9 

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本

    

計
画

8 

中
小
企
業
金
融
対
策
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　第3回協議会において、「21世紀出雲の國つくり計画」の冒頭に示す「出雲の國つくり大綱」を

提案しましたが、第4回協議会では、これに加え、計画の基本方針を提案しました。 
　今後は、協議会において、これらについての協議を進めていくとともに、更に重点プロジェクトを 
含む主要施策、財政計画を提案し、より良い計画に練り上げていきます。 

「2121世紀出雲の國つくり計画世紀出雲の國つくり計画（新市建設計画）（新市建設計画）」 
の基本方針を提案。の基本方針を提案。 

「2121世紀出雲の國つくり計画世紀出雲の國つくり計画（新市建設計画）（新市建設計画）」 
の基本方針を提案。の基本方針を提案。 

「21世紀出雲の國つくり計画（新市建設計画）」 
の基本方針を提案。 

提
案
提
案（
協
議
）

（
協
議
）事
項
事
項 
提
案
提
案（
協
議
）

（
協
議
）事
項
事
項 
提
案（
協
議
）事
項 

21世紀出雲の國つくり計画 
出
雲
の
國
つ
く
り
大
綱 

出
雲
の
國
つ
く
り
大
綱 

地
方
分
権
時
代
に
対
応
す
る
ま
ち
づ
く
り 

地
域
特
性
が
光
る
ま
ち
づ
く
り 

住
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り 

主要施策 

財　政　計　画 

重点プロジェクト 

※検討中 

新 市 の 施 策  

※検討中 

2．新市の都市創造方針 

1．日本のふるさと出雲の國つくり基本方針 

3．新市の行財政運営方針 

4．新市行政システムの構築 

(1) 地域自治組織
(2) 本庁・支所

(1) 住民との連携、協働
(2) 新市の一体化と均衡ある発展
(3) 行財政改革の推進

(1) 地域別整備の方針
(2) 世界を結ぶご縁都市づくり
  ① 広域連携の交流拠点となる中心都市機能の充実
  ② 新市の魅力を発揮する広域交流の推進
  ③ 地域特性と自然環境を活かした日本のふるさとの創造
  ④ 出雲大社を中核とした広域観光拠点の拡充
(3) 出雲の國つくりネットワーク

基本方針 

世 界 を 結 ぶ ご 縁 都 市 　出 雲 

(1)
基
本
理
念
 

(2)
基
本
目
標
 

自　立 

【人と地域が輝く出雲の國】 

交　流 

【人と地域を結ぶ出雲の國】 

環　境 

【人と地域に優しい出雲の國】 

ま
ち
が
輝
き
地
域
を
興
す
 

産
業
創
造
都
市
 

夢
を
育
み
未
来
を
ひ
ら
く
 

人
材
育
成
都
市
 

人
を
結
び
地
域
を
結
ぶ
 

交
流
拠
点
都
市
 

歴
史
文
化
が
織
り
な
す
 

観
光
神
話
都
市
 

潤
い
と
や
す
ら
ぎ
が
生
れ
る
 

環
境
先
進
都
市
 

健
や
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
 

健
康
文
化
都
市
 

委員からの 
意見 

委員からの 
意見 

基本方針の中に、新市の目指す方向性として、住民意向の中にある「高齢者や障害者など、すべての人が安心して暮らせる福
祉のまち」といった具体的な姿を入れてもらいたい。 
  
基本目標の中に、産業振興、産業興しについてもう少しうたってもらいたい。 
  
計画が総花的になってはいけない。地方が自立し、本当に住民に夢を持ってもらうような社会を作っていくためには、住民にも我慢
してもらわなければいけない部分も出てくると思うが、「選択と集中」ということをしっかり考えた、現実的な計画にしてもらいたい。 



合併協定項目と協議状況（平成16年5月現在） 
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合併の方式   

合併の期日 

新市の名称 

新市の事務所の位置 

町、字の区域及び名称の取扱い 

慣行の取扱い 

財産及び債務の取扱い 

条例、規則等の取扱い 

議会議員の定数及び任期の取扱い 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

一般職の職員の身分の取扱い 

特別職の身分の取扱い 

 組織及び機構の取扱い 

 一部事務組合等の取扱い 

 公共的団体等の取扱い  

 消防、救急の取扱い 

 地域審議会の設置に関すること 

 地方税の取扱い 

 使用料、手数料等の取扱い 

 補助金、交付金等の取扱い  

国民健康保険事業の取扱い 

 介護保険事業の取扱い 

 電算システムの取扱い 

 各種事務事業の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画 

広報広聴 

交通政策 

国内・国際交流 

男女共同参画 

行政改革大綱 

 

協議区分 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

 

提 案  

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第４回 

第２回 

第３回 

第２回 

第２回 

第２回 

 

第２回 

 

 

第２回 

 

 

 

第２回 

第２回 

 

 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第４回 

 
２市５町合併協議会の調整方針を尊重し、そのまま引き継ぐもの 引継ぎ 
国の制度改正等の状況変化や枠組みの変更に伴い、調整方針を再協議するもの 再協議 

協定項目 

（１）

（２）

（３）

（４）

（５） 

（６）
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情報公開 

儀式・表彰 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ・行政連絡員 

金融機関等の指定 

窓口業務 

保健事業 

病院、診療所 

障害者福祉 

高齢者福祉 

児童福祉 

その他福祉 

保育 

環境 

人権同和 

農林　　　その1（農業・林業） 

水産 

観光商工 

生涯学習 

文化・スポーツ 

学校教育 

建設 

公営住宅 

上下水道 

 

 

 

都市計画 

建築・景観 

防災関係 

新エネルギー・省エネルギー 

 

 

 

決 定  

第２回 

第３回 

第２回 

第２回 

第４回 

第２回 

 

第２回 
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第２回 

 

 

 

第２回 

第２回 

 

 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第５回 

備 考  

 

 

 

 

 

 

継続協議　　　　 

 

総務・企画小委員会付託 

産業・建設小委員会付託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定項目  

（７）

（８）

（９）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

（26）

（27）

（28）

（29）

（30）

（31）

（32）

（33） 

合併協議会は傍聴できます合併協議会は傍聴できます合併協議会は傍聴できます

協議会事務局からのお知らせ協議会事務局からのお知らせ協議会事務局からのお知らせ
　合併協議会では、住民の皆様から「合併に関する意見　合併協議会では、住民の皆様から「合併に関する意見」「新市まちづくりに関する意見」などについて、ご意見を募新市まちづくりに関する意見」などについて、ご意見を募集しています。集しています。 

　また、お寄せいただいたご意見につきましては、合併に　また、お寄せいただいたご意見につきましては、合併に関する各種調整において、十分関する各種調整において、十分に反映させていきたいと思います。に反映させていきたいと思います。 

　メール、郵便、ＦＡＸなどでご意見をお寄せください。　メール、郵便、ＦＡＸなどでご意見をお寄せください。 

 

 

　合併協議会では、住民の皆様から「合併に関する意見」「新市まちづくりに関する意見」などについて、ご意見を募集しています。 

　また、お寄せいただいたご意見につきましては、合併に関する各種調整において、十分に反映させていきたいと思います。 

　メール、郵便、ＦＡＸなどでご意見をお寄せください。 

 

 

平成１６年６月２９日（火） 
10：00～12：00　 総務・企画小委員会 
13：00～15：00　 福祉・教育小委員会 
15：00～17：00　 産業・建設小委員会 

平成１６年７月１５日（木） 
10：00～12：00　 産業・建設小委員会 
13：00～15：00　 総務・企画小委員会 
15：00～17：00　 福祉・教育小委員会 

平成１６年７月２８日（水） 
10：00～12：00　 総務・企画小委員会 
13：00～15：00　 福祉・教育小委員会 
15：00～17：00　 産業・建設小委員会 

第７回協議会　 　 平成16年６月25日（金）　  14：00～17：00 

第８回協議会　 　 平成16年７月13日（火）　  14：00～17：00 

第９回協議会　 　 平成16年７月26日（月）　  13：30～16：30 

第10回協議会　 　 平成16年８月20日（金）　  14：00～17：00

● 今後の協議会・小委員会開催予定 ● 

場所はいずれも場所はいずれも  出雲市今市町北本町出雲市今市町北本町  出雲交流会館出雲交流会館 
 

場所はいずれも  出雲市今市町北本町  出雲交流会館 
 ※上記日程は変更となることがあります。事前に事務局ま※上記日程は変更となることがあります。事前に事務局までご確認ください。でご確認ください。 ※上記日程は変更となることがあります。事前に事務局までご確認ください。 

協　議　会 小 委 員 会  

 合併協議会・小委員会は原則的に公開しており、傍聴ができます。詳しくは事務局（電話０８５３－２３－１００８）までお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新市建設計画    出雲の國つくり大綱 

　　　　　　     基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その１（上水道事業） 

その２（簡易水道事業） 

その３（事業費補助金等） 

その４（下水道事業） 

 

　 

協議区分 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

再協議 

再協議 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

再協議 

引継ぎ 

再協議 

再協議 

再協議 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

 

 

 

引継ぎ 

再協議 

引継ぎ 

引継ぎ 

再協議 

再協議 

提 案  

第２回 

第２回 

 

第２回 

第５回 

第５回 

 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第５回 

 

第２回 

第３回 

 

第４回 

 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第５回 

第５回 

第５回 

第５回 

第２回 

第２回 

第２回 

第２回 

第３回 

第４回 

備 考  

 

 

 

 

福祉・教育小委員会付託 

福祉・教育小委員会付託 

 

 

 

 

 

福祉・教育小委員会付託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業・建設小委員会付託 
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